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仕 様 書 

 

 名古屋市立大学医学部附属東部医療センターにおける看護補助者に関する労働者派遣契

約に係る業務仕様について、下記のとおり定める（以下、名古屋市立大学医学部附属東部

医療センターを「派遣先」、派遣元業者を「派遣元」という。）。 

 

１ 目的 

 派遣元が雇用する派遣労働者を派遣先に派遣し、看護師等の業務を補助する作業に従事

させる。 

 

２ 業務場所 

名  称 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 

所在地 名古屋市千種区若水１丁目２番２３号 

 

３ 業務を行う部署 

看護部 

 

４ 業務の内容 

環境整備、リネンの整備、器械・器具の清掃・整備、備品の整備、食事の準備・片付

け・介助・見守り、清潔援助の準備・片付け・補助、排泄援助の補助（おむつ交換を

含む）、患者搬送・搬送補助、メッセンジャー業務、体位変換援助、その他指揮命令

者が必要と判断した業務 

 

５ 派遣期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

６ 業務体制 

(1) 業務日 

 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178号）に規定する休日並びに１月２日、同月３日及び 12月 29日から同月 31日までの

日を除く。 

 (2) 業務時間 

ア １日当たりの業務時間は、午後４時００分から午後１１時００分までとする。た

だし、始業又は終業時刻は、派遣先責任者の指示により変更する場合がある。 

イ アの時間内における休憩時間は、４５分間とする。ただし、アの時間数によって

は、指揮命令者の指示により変更する場合がある。 
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ウ ただし、新たに勤務することとなった者については、５日間の研修期間中に限り、

業務時間を午前９時００分から午後５時００分までとする。ただし、始業又は終業

時刻は、派遣先責任者の指示により変更する場合がある。 

エ ウの時間内における休憩時間は、６０分間とする。ただし、ウの時間数によって

は、指揮命令者の指示により変更する場合がある。 

(3) 人員 

派遣労働者数は、１８名を概算数とし、派遣先と派遣元との協議において派遣先が決

定する。 

ただし、派遣期間中に派遣先の要請により派遣労働者数を変更する場合がある。その

場合は２ヶ月前までに派遣元に通知する。 

 

７ 時間外労働及び休日労働 

(1) 派遣労働者の所定の業務時間を超える勤務（以下「時間外勤務」という。）は、原則

実施しないが、業務上必要がある場合には、時間外勤務を命じることができるものと

する。 

(2) 休日（業務日以外の日）における勤務は、実施しない。 

 

８ 派遣先責任者及び指揮命令者 

派遣先責任者 

役職 看護部長 

派遣先苦情申出先 

役職 看護部長       

指揮命令者 

役職 看護師長及び助産師長       

 

９ 派遣労働者の選定 

(1) 派遣元が派遣労働者を選定するに当たり、６(3)に定める派遣労働者数を超えた人員を

もって業務体制を満たすことは認めない。ただし、指揮命令者が派遣労働者の休暇に

伴う代務者を依頼し派遣する場合又は派遣先と派遣元が協議の上認めた場合にはこの

限りではない。 

(2) 派遣元は、人員が概算数に達するよう派遣労働者を選定すること。また、新たに派遣

労働者を選定した場合は、その者の派遣開始日の 14日前までに派遣先に氏名等の情報

を知らせること。 

(3) 派遣先が、派遣労働者が本業務を行う上で不適格であると認めた場合には、派遣元は

調査確認の上、派遣先に報告を行うこと。また、派遣先が必要と認めた場合について、
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派遣先は派遣元に対して派遣労働者の指導及び変更を請求することができるものとし、

派遣元は派遣先の指示に従い、これを行わなければならない。 

(4) 派遣労働者が予定された業務日に休暇を取得する場合において、指揮命令者が病院の

業務に相当の支障をきたすと判断したときは、派遣元に対して代務者の派遣を依頼す

るものとする。 

(5) 契約期間中において派遣労働者の変更をできる限り行わないように努めること。ただ

し、本業務履行状態が不良又はそれに類似する理由による場合等はこの限りではない。 

 

10 服装 

派遣労働者の服装は、派遣先が用意する制服を着用すること。 

 

11 派遣労働者の服務 

派遣元は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 

(1) 業務を適正に執行すること。 

(2) 派遣労働者は職務上の地位を利用して、個人的利益を図る行為をしないこと。 

(3) 休暇を取る場合は、前月末までに（緊急の場合は、状況判断後速やかに）申し出るこ

と。 

(4) 病院敷地内及び周辺道路において喫煙しないこと。 

(5) その他、院内のルールを順守すること。 

 

12 福祉増進のための便宜供与 

(1) 派遣先は、派遣労働者に対し、派遣業務が適正かつ円滑に行われるようにするため、

セクシュアルハラスメントの防止等適切な業務環境の維持、派遣先の労働者が利用す

る一定の福利厚生施設等（休憩室及び駐輪場等）の利用に関する便宜を図るよう努め

る。 

(2) 派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の

福利厚生等の実情を把握するために必要な情報を派遣元に提供する等の協力をするよ

う努める。 

 

13 派遣労働者からの苦情の処理 

(1) 派遣元において苦情の申出を受けたときは、派遣元責任者が中心となって、誠意をも

って、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず

派遣労働者に通知することとする。 

(2) 派遣先において苦情の申出を受けたときは、派遣先責任者が中心となって、誠意をも

って、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について

必ず派遣労働者に通知することとする。 
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(3) 派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相

互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることと

する。 

 

14 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 

(1) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する

前に解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ

相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。 

(2) 就業機会の確保 

派遣先及び派遣元は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰

すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、当該労働者派遣契約

に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めるものとする。 

(3) 損害賠償等に係る適切な措置 

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前

に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確

保に努めることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解

除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくさ

れたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。派遣元が当該

派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元がや

むを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れ

が相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないと

きは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たないとき

は当該解雇の日の 30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額

以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他、派遣先

は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣

先及び派遣元の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣先及び派遣元のそれぞ

れの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 

(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おう

とする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除

を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。 

 

15 派遣料金 

(1) 派遣料金は、15分単位の業務実績（休憩時間を除く。）を派遣人数分合計し、契約す

る単価（１時間当たりの消費税等を含まない単価。以下同じ。）を乗じた金額（１円
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未満の端数は切捨て）に、消費税等（１円未満の端数は切捨て）を加えた金額を派遣

料金とする。なお、1 日当たりの業務時間が８時間を超える時間に対する派遣料金の

算定に用いる単価については、契約する単価の 25％割増（１円未満の端数は切捨て）

とする。また、22 時以降の勤務時間に対する派遣料金の算定に用いる単価については、

契約する単価の 25％割増（１円未満の端数は切捨て）とする。 

(2) 派遣労働者の通勤に要する交通費については、派遣先は支給しない。 

 

16 支払い方法 

月末締めとし、派遣元は翌 10日までに有効な請求書を提出することとし、派遣先は翌

月末日までに予め登録された口座へ支払うものとする。 

 

17 妨害及び不当要求に対する届出義務 

(1) 派遣元は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不当な行為等で、

業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求

する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方

法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた

場合は、派遣先へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

(2) 派遣元が前項に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は

被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方とし

ない措置を講じることがある。 

 

18 その他 

(1) 本業務を遂行するに当たり、派遣元は本仕様書に定めるもののほか、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等を遵守しなくてはならな

い。 

(2) 派遣労働者は毎日勤務終了後、指揮命令者の確認を受けなければならない。 

(3) 派遣元が本仕様書に違反した場合又は本仕様書に関わらず派遣元の責により、派遣先

に対し社会的信用を失墜させる等重大な被害を与え、若しくは与えることが明らかと

なった場合は、派遣先の申出に対し派遣元は直ちに契約解除に応じるものとする。な

お、これらの場合に生じる費用はすべて派遣元の負担とする。 

(4) 派遣元は「情報取扱注意項目」（別紙 1）及び「障害者差別解消に関する特記仕様書」

（別紙 2）を遵守しなければならない。 

(5) 派遣先は、各派遣労働者の派遣開始日から 5日間、日勤帯にて研修（有給）を行う。 

(6) この仕様書に定めのない事項については、派遣先と派遣元が協議して定めるものとす

る。 
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情報取扱注意項目 
 （基本事項）  

第1 この契約による本学の保有する情報の取扱い（以下

「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下「乙」

という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報保護

の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のため

に必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵

害することのないようにしなければならない。  

（関係法令等の遵守）  

第2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係

る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例（平成

16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」と

いう。）、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 57 号。以下「保護法」という。）、名古屋市個人

情報保護条例（令和 4年名古屋市条例第56号。以下

「保護条例」という。）その他情報保護に係る関係法

令も遵守しなければならない。  

（適正管理）  

第3 乙は、本件業務に関して知り得た本学の保有する情

報（公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」という。）

が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、

事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。）

の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の本学の保有

する情報の適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。  

（個人情報の適正取得）  

第4  乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保護

法第 2条第 1項に規定する個人情報をいう。以下同

じ。）を収集するときは、当該業務を履行するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しな

ければならない。  

（第三者への提供及び目的外使用の禁止）  

第5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた

者は、本学の保有する情報を正当な理由なく第三者に

知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。  

2  前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を

含む。以下同じ。）後においても同様とする。  

（再委託の禁止又は制限等）  

第 6  乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者

に委託してはならない。  

2  乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、本学の

保有する情報の取扱いに関し、この契約において乙が

課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵

守させなければならない。  

3  乙は、機密情報（名古屋市情報あんしん条例施行細

則（平成16年名古屋市規則第50号）第28条第 1項

第 1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。）の取

扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほ

かの第三者に委託（以下「再々委託」という。）させて

はならない。ただし、再々委託することにやむを得な

い理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限

りでない。  

（複写及び複製の禁止）  

第7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、本学

の保有する情報が記録された資料及び成果物（甲の指

示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したも

のを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはなら

ない。  

（情報の返却及び処分）  

第8 乙は、本学の保有する情報が記録された資料のうち

甲から取得したものを取り扱う必要がなくなったと

きは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。

ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。  

 2  乙は、前項に規定する場合を除き、本学の保有する

情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確

実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能

な方法によって処分しなければならない。ただし、甲

の承認を得た場合はこの限りでない。  

（情報の授受及び搬送）  

第9 本学の保有する情報並びに本学の保有する情報が記

録された資料及び成果物の授受 は、全て甲の指名す

る職員と乙の指名する者との間において行うものと

する。  

2  乙は、本学の保有する情報を搬送する際には、漏え

い、滅失又は毀損が起こらないようにしなければならな

い。  

（報告等）  

第 10 乙は、甲が本学の保有する情報の保護のために実

地調査をする必要があると認めたときは、これを拒ん

ではならない。また、甲が本学の保有する情報の保護

について報告を求めたときは、これに応じなければな

らない。   

2  乙は、本学の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざ

ん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知

ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなけ

ればならない。  

（従事者の教育）  

第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん

条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法

令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行

わなければならない。  

2  乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場

合、当該業務に従事している者に対し、保護法に規定

された罰則の内容を周知しなければならない。  

3  乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん

条例に規定された罰則の内容を周知しなければなら

ない。  

4  乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、

本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守

（別紙１） 
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秘義務に関する事項及び本学の保有する情報の目的

外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなけれ

ばならない。  

 

 

（契約解除及び損害賠償等）  

第 12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認

めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることがで

きる。  

(1) 契約を解除すること。  

(2) 損害賠償を請求すること。  

(3) 本学の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害

されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例

第34条第 1項の規定に基づき勧告し、その勧告に

従わなかったときは、同条第 2項の規定に基づきそ

の旨を公表すること。  

 2  前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後にお

いても適用するものとする。  

  （特定個人情報に関する特則）  

第13 乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」と

いう。）第 2条第 8項に規定する特定個人情報をいう。

以下同じ。）を取り扱う事務である場合、あらかじめ

甲の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から

特定個人情報を持ち出してはならない。  

2  乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者

を明確にしなければならない。なお、甲から求めがあ

るときは、特定個人情報を取り扱う者について速やか

に報告しなければならない。  

3  乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者

に対し、番号利用法その他特定個人情報の保護に係る

関係法令を周知するなど特定個人情報の保護に関し

十分な教育を行うとともに、特定個人情報の取扱いに

ついて監督しなければならない。  

4   乙は、前 3項に規定する事項のほか、番号利用法第 

2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者とし

ての義務を果たすこと。 ただし、当該業務が個人番号

関係事務の場合は、「第 2条第12項に規定する個人番

号利用事務実施者」を「第 2条第13項に規定する個

人番号関係事務実施者」と読み替えるものとする。  

 （電子情報の消去に関する特則）  

第 14 乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリ

ース（賃貸を含む。）をしている機器の記録媒体を返

却するに当たり、本件業務により当該機器 の記録媒

体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての

情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければなら

ない。  

 2   乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元

不可能な方法によって消去したことを証する写真そ

の他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確認を

受けなければならない。 
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（別紙２） 

 

障害者差別解消に関する特記仕様書 

 

 

 （対応要領に沿った対応） 

第 1条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を

受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下

「法」という。）及び愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例

第 56号）に定めるもののほか、公立大学法人名古屋市立大学における障害を

理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（以下「対応要領」とい

う。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者

に対する適切な対応を行うものとする。 

 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本

件業務に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をい

う。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 

 


